
 

   陸前高田市パブリックコメント実施要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図ると

ともに、市民等の市政への参画を進めることにより、開かれた市政運営と協働によ

るまちづくりを推進するため、パブリックコメントの手続に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ パブリックコメント 市の政策に関する案の趣旨、目的、内容等を公表し、広

く意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の

概要及びこれに対する市の考え方を公表する手続をいう。 

 ⑵ 実施機関 市長、水道事業管理者の権限を行う市長、消防本部、教育委員会、

選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。 

（対象） 

第３ 実施機関は、市の基本的な施策に関する計画及び指針（以下「計画等」とい

う。）を策定する場合には、パブリックコメントを実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリ

ックコメントを実施しないことができる。 

 ⑴ 緊急を要すると認められるとき。 

 ⑵ 審議会等に対する諮問等、意見交換会の開催、アンケート調査の実施その他適

切な方法により市民等の意見を求めるとき。 

⑶ 計画等の改定が軽微である等の理由によりパブリックコメントの実施が適切で

ないとき。 

 （計画等の案の公表） 

第４ 実施機関は、計画等の決定を行う前の適切な時期に、当該計画等の案を公表す

るものとする。この場合において、当該計画等の案を作成した趣旨、目的、背景等

に関する資料を併せて公表する等適切な方法により、市民が計画等の内容を十分理



解できるよう努めるものとする。 

２ 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、計画

等の案及び資料が相当量に及ぶ場合は、その概要を公表することとし、計画等の案

及び資料については、所管課における閲覧のみとすることができる。 

 ⑴ 市役所その他実施機関が指定する場所における閲覧又は配布 

 ⑵ 市ホームページへの掲載 

 ⑶ その他実施機関が必要と認める方法 

 （意見の募集期間） 

第５ 実施機関は、計画等の案を公表した日から、おおむね３０日以上の期間を設け

て意見を募集するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を明ら

かにして、３０日未満の期間を設けることができる。 

 （意見の提出） 

第６ 意見の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ、市長直送便その他の実

施機関が定める方法によるものとする。 

２ 意見の提出に当たっては、市民等の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、

所在地、名称及び代表者氏名）の記載を求めるものとする。 

 （提出された意見の取扱い及び公表） 

第７ 実施機関は、市民等から提出された意見を考慮して、計画等の決定を行うもの

とする。 

２ 実施機関は、計画等の案について決定を行ったときは、提出された意見及び意見

に対する市の考え方を公表するものとする。ただし、当該意見に陸前高田市情報公

開条例（平成１６年条例第１０号）第７条に規定する不開示情報が含まれている場

合は、その全部又は一部を公表しないことができる。 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントについて必要な事項は、別

に定める。 


